
 

 

 

 

西原村では、令和７年４月より、村内小中学生の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、

公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定（以下「英検」）等に係る検定料補助対

象を小学５年生まで拡大しました。  

 

１ 対象者   西原村内に居住し、村内の小中学校に在籍する小学５年生から中学３年生までで 

英検を受験する児童生徒の保護者 

 

２ 補助対象  西原村内の各小中学校を準会場として実施する公益財団法人日本英語検定協会 

の英検受験に係る検定料（２級～７級） 

        ※令和８年４月１日～令和９年３月 31日受験分が対象です。 

※各学校が準会場実施団体として実施する検定に限ります。 

※1級・準 1級を受験希望の場合は、学校までご相談ください。 

 

３ 補助金額  児童生徒が受験する英検の級の準会場検定料 

※補助金の交付は、同一年度において小学生は１回、中学生は 2回までです。 

※補助対象額は、公益財団法人日本英語検定協会が定める検定料とします。  

  【英検検定料】 

級 ２ 級 準２級ﾌﾟﾗｽ 準２級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 

準会場検定料 6,800円 6,300円 6,000円 4,900円 2,800円 2,400円 

      ※6級、７級は第 3回検定より開始予定 【検定料 ６級：1,500円  7級：1,000円】 

 

４ 申請方法  小学校と中学校で申請時期や手続きが異なりますのでご注意願います。 

（１）申請手続   学校での英検受験申込時 

（２）申 請 先   在籍する学校（中学校：英語担当者、小学校：学級担任） 

（３）提出書類   英語検定受験申込書（兼補助申請書）・委任状 

（４）提出時期   受験する回により〆切が異なります。 

        第１回検定（4月）  第２回検定（７月）  第３回検定（１０月） 

 ※詳細は、各学校から配付される英語検定受験に関するプリントを参考にされてください。 

 

 

 

西原村小中学生英語検定補助事業のお知らせ 



５ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１．申請書等は、どのような書類が必要ですか。  

Ａ１．学校へ英検受験の申込をする書類に必要事項を記入して提出していただければ、他の書類

は必要ありません。記載事項に漏れがないようにご注意ください。  

Ｑ２．令和８年１月に受験しました。補助の対象ですか。  

Ａ２．対象ではありません。 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日の期間内に在籍する学校で受験したものが対 

象です。  

Ｑ３．2級まで取得しているため、本会場で準１級を受験したいと思います。補助金の対象とな

りますか。  

Ａ３．補助は、準会場として在籍する学校で受験する 2級～７級が対象となりますが、すでに 2

級まで取得している場合は、本会場で受験する１級・準 1級も補助の対象とすることがで

きます。詳細については、事前に在籍する学校もしくは教育委員会までお尋ねください。 

Ｑ４．中学２年生ですが、第 1回（５月）、第 2回（９月）の検定を受験し、補助金を 2回申請

しました。第 3回（１月）も受験予定ですが、補助金の申請はできますか。  

Ａ４．補助金の交付は、中学生の場合、年度内で２回までとなっています。すでに補助金を２回

申請している場合、同一年度内で３回目の補助申請はできません。私費での受験をお願い

します。」 

Ｑ５．中学１年生ですが、第 1回（５月）検定の際、5級をチャレンジキャンペーンで受験しま 

した。第 2回・第 3回の 2回とも受験しようと思っていますが、補助金を２回とも申請 

できますか。 

Ａ５．チャレンジキャンペーンは、無償での再受験のため、補助回数には含まれません。中学生

の場合、年度内に 2回まで補助が受けられますので、第 2 回・第 3回の両方で補助金の

申請が可能です。 

Ｑ６．補助金の受け取りはどのようにすればいいですか。  

Ａ６．補助申請は、各保護者が在籍する学校へ受験手続をする際に同時に行うことになります。 

補助金は、教育委員会より学校へ検定料として交付し、学校が一括して英検協会へ支払う

形となりますので、保護者での受け取りは不要です。  

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

 ※在籍する学校もしくは村教育委員会へお尋ねください。 

  西原中学校    電話：０９６－２７９－２００３ 

  山西小学校    電話：０９６－２７９－２００４ 

  河原小学校    電話：０９６－２７９－２５０６ 

  西原村教育委員会 電話：０９６－２７９－４４２４ 

 


